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第１章 はじめに

１ 計画の目的

あきる野市耐震改修促進計画は、本市における国土強靱化を推進するに当たり、あきる野市

内の住宅・建築物の耐震診断※１及び耐震改修を促進することにより、震災時の倒壊等による

被害から市民の生命と財産を守ることを目的とします。

２ 計画の位置付け

平成７年に発生した阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、建築物の地震に対する安全性を向上

させることを目的として「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成７年法律第１２３号。

以下「耐震改修促進法」という。）が制定され、同法第６条第１項の規定に基づいて、平成

２１年８月に当初の計画を策定し、平成２８年８月に改定しました。

令和３年３月に上位計画である東京都耐震改修促進計画※２（以下「東京都計画」という。）

が耐震改修促進法の改正等を踏まえて改定されたことから、あきる野市総合計画、地域防災計

画※３、都市計画マスタープラン等との整合を図りながら、計画の見直しを行うものです。

図１－１ 耐震改修促進計画の位置付け

市地域防災計画

災害に強いまちづくり（耐震化率の向上等）

あきる野市

東京都

地域防災計画

東京都

耐震改修促進計画

耐震改修促進法

東
京
都
防
災
関
連
計
画

東京都

あきる野市総合計画

（あきる野市国土強靱化地域計画）

あ き る 野 市 耐 震 改 修 促 進 計 画

都市計画マスタープラン等
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３ 対象建築物

この計画における対象建築物は、新耐震基準※４導入以前に建てられた市内の建築物で、次

の表１－１に該当する建築物とします。

表１－１ 耐震改修促進計画対象建築物

※特定緊急輸送道路沿道建築物の詳細についてはＰ２４を参照

４ 計画期間等

計画の期間は、耐震改修促進法や東京都の上位計画における、耐震改修促進等に向けた取組

との連携を図るため、令和３年度（２０２１年度）から令和７年度（２０２５年度）までとし

ます。

また、耐震化の進捗状況のほか、社会情勢等の変化や関連する計画の改定等への対応など、

必要に応じて計画の見直しや更新等を行います。

対象建築物の種類 内 容 備 考

住 宅
・ 戸建住宅

・ 共同住宅（長屋建を含む。）
市営住宅を含む。

特 定 建 築 物（表１－２参照）

特 定 既 存 耐 震

不 適 格 建 築 物

・多数のものが利用する一定規模以上

の建築物

耐震改修促進法第１４条に定

める特定建築物

要安全確認計画

記 載 建 築 物
・特定緊急輸送道路沿道建築物※

耐震改修促進法第７条第１項

に定める特定建築物

要緊急安全確認

大 規 模 建 築 物

・地震に対する安全性を緊急に確かめ

る必要がある大規模な建築物

耐震改修促進法附則第３条第

１項に定める建築物

公 共 建 築 物

・ 市が所有する防災上重要な公共建築

物

（一般倉庫、公衆便所等は除く。）

災害対策本部や指定避難所、

その他災害時の活動拠点など

に活用される可能性のある施

設
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表１－２ 特定建築物一覧表（耐震改修促進法第１４条、第１５条、附則第３条）

※耐震改修促進法第１５条２項に基づく指示

用 途

特定既存耐震不適格建築物 要緊急安全確認大規模
建築物の規模要件
（耐震改修促進法
附則第３条）

規 模 要 件
（耐震改修促進法第１４条）

指示※対象となる
規 模 要 件

（耐震改修促進法第１５条）

学
校

小学校、中学校、中等教
育学校の前期課程、特別
支援学校等

階数2以上かつ1,000㎡以上
（屋内運動場の面積を含む）

階数2以上かつ1,500㎡以上
（屋内運動場の面積を含む）

階数 2以上かつ 3,000 ㎡以上
（屋内運動場の面積を含む）

上記以外の学校 階数3以上かつ1,000㎡以上

体育館（一般公共の用に供され
るもの）

階数1以上かつ1,000㎡以上 階数1以上かつ2,000㎡以上 階数 1以上かつ 5,000 ㎡以上

ボーリング場、スケート場、水
泳場その他これらに類する運
動施設

階数3以上かつ1,000㎡以上

階数3以上かつ2,000㎡以上 階数 3以上かつ 5,000 ㎡以上病院、診療所

劇場、観覧場、映画館、演芸場

集会場、公会堂

展示場

卸売市場

百貨店、マーケットその他の物
品販売業を営む店舗 階数3以上かつ2,000㎡以上 階数 3以上かつ 5,000 ㎡以上

ホテル、旅館

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、
寄宿舎、下宿

事務所

老人ホーム、老人短期入所施
設、福祉ホームその他これらに
類するもの

階数2以上かつ1,000㎡以上 階数2以上かつ2,000㎡以上 階数 2以上かつ 5,000 ㎡以上
老人福祉センター，児童厚生施
設、身体障害者福祉センターそ
の他これらに類するもの

幼稚園、保育所 階数 2 以上かつ 500 ㎡以上 階数 2以上かつ 750 ㎡以上 階数 2以上かつ 1,500 ㎡以上

博物館、美術館、図書館

階数3以上かつ1,000㎡以上
階数3以上かつ2,000㎡以上 階数 3以上かつ 5,000 ㎡以上

遊技場

公衆浴場

飲食店、キャバレー、料理店、
ナイトクラブ、ダンスホールそ
の他これらに類するもの

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行
その他これらに類するサービ
ス業を営む店舗

工場(危険物の貯蔵場又は処理
場の用途に供する建築物を除
く。)

車両の停車場又は船舶若しく
は航空機の発着場を構成する
建築物で旅客の乗降又は待合
の用に供するもの

階数3以上かつ1,000㎡以上 階数3以上かつ2,000㎡以上 階数 3以上かつ 5,000 ㎡以上自動車車庫その他の自動車又
は自転車の停留又は駐車のた
めの施設

保健所、税務署その他これに類
する公益上必要な建築物

危険物の貯蔵又は処理場の用
途に供する建築物

政令で定める数量以上の危
険物を貯蔵し、又は処理する
すべての建築物

500 ㎡以上
階数 1以上かつ 5,000 ㎡以上
（敷地境界線から一定距離以
内に存する建築物に限る）

避難路沿道建築物

耐震改修促進計画で指定す
る避難路の沿道建築物であ
って、前面道路の幅員の１／
２超の高さの建築物（道路幅
員が１２ｍ以下の場合は６
ｍ超）

左に同じ
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第２章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標

１ 想定する地震の規模・被害の状況

（１）想定する地震の規模

本計画では、東京都計画と整合を図るため、「首都直下地震による東京の被害想定報告書」（平

成２４年４月及び１１月東京都防災会議）に基づき、東京湾北部地震、多摩直下地震、元禄型

関東地震、立川断層帯地震を想定する地震の規模とします。

表２－１ あきる野市内で想定する地震の規模と最大震度

種 類
首 都 直 下 地 震 海溝型地震

活断層で発生

する地震

東京湾北部地震 多摩直下地震 元禄型関東地震 立川断層帯地震

震 源 東京湾北部 東京都多摩地域 東京湾 東京都多摩地域

規 模 マグニチュード ７．３ ８．２ ７．４

最 大 震 度 ６弱 ６強 ６強 ７

時期及び時刻 冬 １８時

風 速 ８ｍ／秒
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【首都直下地震】

東京湾北部地震の地震動分布（Ｍ７.３）

多摩直下地震の地震動分布（Ｍ７.３）

【海溝型地震】

元禄型関東地震の地震動分布（Ｍ８.２）

【活断層で発生する地震】

立川断層帯地震の地震動分布（Ｍ７.４）

※ 資料：首都直下地震による東京の被害想定報告書（平成２４年４月及び１１月東京都防災会議）より

あきる野市 震度６強、６弱、５強、５弱

あきる野市 震度６弱、５強、５弱、４

あきる野市 震度６強、６弱、５強、５弱

あきる野市 震度７、６強、６弱、５強、５弱
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（２）想定される被害の状況

（１）の規模による、あきる野市における被害状況は、表２－２のように想定されています。

多摩直下地震では、建物全壊棟数 ６０３棟、出火件数 ５件、焼失棟数 １,１６８棟、死者

５３人、負傷者 ４３２人となっています。

また、立川断層帯地震では、建物全壊棟数 １,０６５棟、出火件数 ８件、焼失棟数

２,８５３棟、死者 １０８人、負傷者 ７１６人となっています。

各地震の被害状況を比較すると、立川断層帯地震による被害が多いことが想定されます。

表２－２ あきる野市想定被害状況調査表

資料：首都直下地震による東京の被害想定報告書(平成２４年４月及び１１月東京都防災会議)より

※小数点以下の四捨五入により、合計値は合わないことがあります。

あきる野市の状況 単位

人 口
夜 間 人 口 人 ８０,８６８

昼 間 人 口 人 ６７,８１４

面 積 k㎡ ７３.３４

建 物 棟 数

木 造 棟 ２６,１２４

非 木 造 棟 ４,２６９

計 棟 ３０,３９３

あきる野市の被害想定 単位
東京湾北部

地 震

多 摩 直 下

地 震

元禄型関東

地 震

立川断層帯

地 震

原因別建物

全壊棟数

ゆ れ 棟 １ ５４９ １６７ １,００２

液 状 化 棟 ０ ０ ０ ０

急傾斜地崩壊 棟 １４ ５４ ４８ ６３

計 棟 １４ ６０３ ２１５ １,０６５

ゆれ・液状

化建物全壊

棟数

木 造 棟 ０ ５０９ １５６ ９２４

非 木 造 棟 ０ ４０ １１ ７８

計 棟 ０ ５４９ １６７ １,００２

火 災
出 火 件 数 件 ０ ５ ２ ８

焼 失 棟 数 棟 １８９ １,１６８ ６１８ ２,８５３

人

的

被

害

死 者

ゆれ・液状化建物被害 人 ０ ２６ ８ ４７

急傾斜地崩壊 人 １ ３ ３ ４

火 災 人 ４ ２３ １２ ５７

屋内収容物（参考値） (１) (１) (１) (２)

計 人 ５ ５３ ２３ １０８

負傷者

ゆれ・液状化建物被害 人 ３ ３５６ １８７ ４８３

急傾斜地崩壊 人 １ ４ ４ ５

火 災 人 ５ ６５ １５ ２１８

ブロック塀等 人 １ ７ ５ ９

屋内収容物（参考値） 人 (６) (１９) (１９) (３５)

計 人 ９ ４３２ ２１１ ７１６

そ

の

他

避 難 者 数 人 ７６８ １０,７４９ ６,２６０ ２０,３５７

帰 宅 困 難 者 数 人 １５,１７３ １５,１７３ １５,１７３ １５,１７３

エレベーター閉じ込め(停止台数) 基 ２ ５ ４ ７

被 害 時 要 援 護 死 者 数 人 ２ ２６ １２ ５４

自 力 脱 出 困 難 者 人 ０ １２３ ３８ ２２６

震 災 廃 棄 物 万 t ２ ２１ １１ ３３
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（３）本市における被害の特徴

前述（２）で示す本市の被害状況において、特に、甚大な被害が想定される「多摩直下地震」

及び「立川断層帯地震」について、多摩地区及び東京都との被害状況を「建物の倒壊」、「建物

の焼失」及び「人的被害」で本市と比較した結果、「建物の倒壊」（表２－３）では、全壊棟率

において多摩地区と同水準以下となっています。

一方で、「建物の焼失」（表２－４）では、立川断層帯地震における焼失棟率は、多摩地区の

水準を大きく上回っています。焼失棟率の算定において、ゆれ・液状化による建物被害を含ま

ないことから、火災による延焼を防ぐため、市街地環境の改善など、火災による被害を抑制し

ていく必要があります。

また、「人的被害」（表２－５）においても、立川断層帯地震における死亡者率及び負傷者率

は多摩地区の水準を上回っています。「自助」・「共助」・「公助」による地域防災力の強化の下、

震災時における人的被害を最小限に止めるため、建物の倒壊による人的被害を抑制していく必

要があります。

このため、現在の本市における被害想定を踏まえた観点からも、地域防災力の強化に資する

よう、今後も市内建築物の耐震化を推進する必要があります。

表２－３ 全壊棟数及び全壊棟率

資料：首都直下地震による東京の被害想定報告書(平成２４年４月及び１１月東京都防災会議)より

あきる野市 多 摩 地 区 東 京 都

多摩直下地震

全 棟 数 ３０,３９３ ９９９,２８４ ２,８２６,４２１

全 壊 棟 数 ６０３ ３１,４７４ ７５,６６８

全壊棟率(％) １.９８ ３.１５ ２.６８

立川断層帯地震

全 棟 数 ３０,３９３ ９９９,２８４ ２,８２６,４２１

全 壊 棟 数 １,０６５ ３４,９３６ ３５,４０７

全壊棟率(％) ３.５０ ３.５０ １.２５
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表２－４ 焼失棟数及び焼失棟率（※ゆれ被害ダブルカウント除去）

資料：首都直下地震による東京の被害想定報告書(平成２４年４月及び１１月東京都防災会議)より

※地震により倒壊した建物も火災により焼失します。この場合の被害を揺れ・液状化による建物被害に計上し、

火災による焼失棟数からは除いて被害棟数のダブルカウントを防いでいます。

表２－５ 死亡者数、負傷者数及び死亡者率、負傷者率

資料：首都直下地震による東京の被害想定報告書(平成２４年４月及び１１月東京都防災会議)より

あきる野市 多 摩 地 区 東 京 都

多摩直下地震

全 棟 数 ３０,３９３ ９９９,２８４ ２,８２６,４２１

焼 失 棟 数 １,１４７ ４０,８８２ ６３,７６８

焼失棟率(％) ３.７７ ４.０９ ２.２６

立川断層帯地震

全 棟 数 ３０,３９３ ９９９,２８４ ２,８２６,４２１

焼 失 棟 数 ２,７５９ ４５,８８３ ５０,３２８

焼失棟率(％) ９.０８ ４.５９ １.７８

あきる野市 多 摩 地 区 東 京 都

多摩直下地震

夜 間 人 口 ８０,８６８ ４,１８５,８７８ １３,１３１,５７３

死 亡 者 数 ５３ ２,１６９ ４,７３２

死亡者率(％) ０.０７ ０.０５ ０.０４

負 傷 者 数 ４３２ ２８,８６０ １０１,１０２

負傷者率(％) ０.５３ ０.６９ ０.７７

立川断層帯地震

夜 間 人 口 ８０,８６８ ４,１８５,８７８ １３,１３１,５７３

死 亡 者 数 １０８ ２,４６０ ２,５８２

死亡者率(％) ０.１３ ０.０６ ０.０２

負 傷 者 数 ７１６ ２８,４５２ ３１,６９０

負傷者率(％) ０.８９ ０.６８ ０.２４
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２ 耐震化の現状

（１）住宅の耐震化の現状（令和元年度末時点）

住宅・土地統計調査※５を基に推計した令和元年度末のあきる野市内の共同住宅を含む住宅総

数は、約３１,４００戸（表２－６）です。

このうち、東京都計画の耐震化率※６の推計方法（注 1、2）に準じて算定すると、必要な耐震性を

満たす住宅は約２６,９００戸であり、耐震化率は８５．７％と見込まれます。

一方、必要な耐震性を満たしていないと想定される住宅は、令和元年度末で約４,５００戸

（１４.３％）となっております。

なお、住宅のうち、木造の戸建住宅については、耐震化率が８２．６％と低いことから、未

耐震となっている戸建ての木造住宅の解消を進めていく必要があります。

表２－６ 令和元年度末の耐震化率の推計

住宅については、約８６％が耐震性を満たしていると見込まれる。

住 宅 総 戸 数 未 耐 震 住 宅 耐 震 性 を 満 た す 住 宅

３１,４００（100％） ４,５００（14.3％） ２６,９００（85.7％）
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表２－７ 令和元年度末における住宅耐震化の推計（単位：戸）

（注１）推計方法

平成３０年の住宅・土地統計調査結果を基に、耐震性を満たす住宅戸数及び耐震性を満

たさない住宅戸数を東京都計画の耐震化率の推計方法に準じて算出し、その推移から、令

和元年度末における住宅の耐震化率を推計すると、表２－７のとおりとなります。

なお、建築時期不詳の住宅は昭和５６年以前、昭和５７年以後の構成比により配分して

います。

（注２）平成２８年改定時からの推計方法の変更点

○住宅・建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関する研究会とりまとめ（国土交

通省 令和２年５月）を踏まえ、推計方法を改めました。

○平成２８年改定時までは種別を合算して推計を行っていましたが、ストック数の多い住

宅については、より的確に耐震化の進捗を把握するため、進捗に差異の見られる戸建て

住宅と共同住宅の別に耐震化率の実績値を示しています。

住宅 昭和５６年以前

の住宅

（a）

昭和５７年以後

の住宅

（b）

住宅総数

（a+b=c）

耐震性を満たす住宅

（d）

耐震化率

（令和元年度末）

（d/c）種別 構造

戸建て

木造 ６，２００ １７，４００ ２３，６００ １９，５００ ８２．６％

非木造 ０ ３００ ３００ ３００ １００．０％

計 ６，２００ １７，７００ ２３，９００ １９，８００ ８２．８％

共同住宅

木造 １００ ２，４００ ２，５００ ２，４００ ９６．０％

非木造 ５００ ４，５００ ５，０００ ４，７００ ９４．０％

計 ６００ ６，９００ ７，５００ ７，１００ ９４．７％

合計 ６，８００ ２４，６００ ３１，４００ ２６，９００ ８５．７％
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（２）民間特定建築物の耐震化の現状（令和元年度末時点）

耐震改修促進法第１４条に定められている特定既存耐震不適格建築物（表１－２）のうち、

特定行政庁に提出された「特定建築物定期調査報告※７」を基に集計した民間所有の特定建築物

は５７棟となります。

このうち、東京都計画の耐震化率の推計方法に準じて算定すると、必要な耐震性を満たして

いると想定される建築物は５２棟（９１．２％）、必要な耐震性を満たしていないと想定される

建築物は５棟（８.８％）と見込まれます。

表２－８ 民間特定建築物の耐震化の推計（単位：棟）

民間特定建築物については、約９１％が耐震性を満たしていると見込まれる。

特定建築物の用途

昭和５６年

以前の建築物

（a）

昭和５７年

以後の建築物

（b）

建 築 物 数

（a+b＝c）

耐震性を満た

す建物数

（d）

耐 震 化 率

（令和元年度末）

（d／c）

防災上特に重要な建

築物

（学校、病院等）

２ ７ ９ ７ ７７．８％

要配慮者が利用する

建築物

（社会福祉施設等）

０ ２４ ２４ ２４ １００．０％

不特定多数の者が利

用する建築物

（百貨店、ホテル等）

１ ５ ６ ５ ８３．３％

その他の建築物 ４ １４ １８ １６ ８８．９％

合 計 ７ ５０ ５７ ５２ ９１．２％
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表２－９ 民間特定建築物の耐震化の推計【内訳】（単位：棟）

特定建築物の用途

昭 和 ５ ６ 年

以前の建築物

（a）

昭 和 ５ ７ 年

以後の建築物

（b）

建 築 物 数

(a＋b＝c）

耐震性を満

たす建物数

（d）

耐 震 化 率

（令和元年度）

（d／c）

学校 ０ ３ ３ ３ １００.０％

体育館 ０ ０ ０ ０ ―

幼稚園等 ２ １３ １５ １５ １００.０％

運動施設 ０ ０ ０ ０ ―

博物館等 ０ ０ ０ ０ ―

病院等 ２ ４ ６ ４ ６７.０％

老人ホーム等 ０ １９ １９ １９ １００.０％

福祉センター等 ０ ５ ５ ５ １００.０％

劇場等 ０ ０ ０ ０ ―

集会場等 １ ０ １ ０ ０％

展示場 ０ ０ ０ ０ ―

遊技場 ０ ０ ０ ０ ―

公衆浴場等 ０ ０ ０ ０ ―

飲食店等 ０ １ １ １ １００.０％

事務所等 ０ ０ ０ ０ ―

サービス業 ０ ０ ０ ０ ―

百貨店等 ０ ４ ４ ４ １００.０％

旅館等 １ １ ２ １ ５０.０％

その他 １ ０ １ ０ ０％

合 計 ７ ５０ ５７ ５２ ９１.２％
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（３）市所有の防災上重要な公共建築物の耐震化の現状（令和元年度末時点）

市所有の防災上重要な公共建築物は１４０棟あり、１３６棟の建築物が必要な耐震性を満た

しており、耐震化率は９７．１％（表２－１０）です。

このうち、特定建築物は４２棟あり、全ての建築物で耐震性を有しており、耐震化率は

１００％です。

また、市立小・中学校等の建築物は５２棟あり、こちらも全ての建築物で耐震性を有してお

り、耐震化率は１００％です。

表２－１０ 防災上重要な公共建築物の耐震化の現状（単位：棟）

・ 防災上重要な公共建築物については、約９７％が耐震性を満たしている。

・ 特定建築物（市所有）については、１００％が耐震性を満たしている。

・ 学校等については、１００％が耐震性を満たしている。

昭 和 ５ ６ 年

以前の建築物

（a）

昭 和 ５ ７ 年

以後の建築物

（b）

建 築 物 数

（a＋b＝c）

a のうち耐震

化されたもの

（d）

耐 震 化 率

（令和元年度末）

（（b＋d）／c）

公共建築物 ６２ ７８ １４０ ５８ ９７．１％
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表２－１１ 防災上重要な公共建築物の耐震化の現状【内訳】（単位：棟）

※ 学校等には、体育館、研修施設を含む。

区

分
用 途

昭和５６年以前の

建 築 物
昭和５７年以

後 の 建 築 物

（ b )

建 築 物 数

（a+b=c)

耐震性を

満たす建

築 物 数

（ d ）

耐震化率

（令和元年度）

（ｄ/ｃ）
総数

（a）

耐 震 性

有 無

防

災

上

重

要

な

公

共

建

築

物

市庁舎 １ １ ０ ２ ３ ３ １００.０％

会館施設 ４ ４ ０ ９ １３ １３ １００.０％

消防施設（詰所） １ ０ １ ２５ ２６ ２５ ９６.２％

防災倉庫 １ １ ０ 7 ８ ８ １００.０％

集会施設 ０ ０ ０ １ １ １ １００.０％

保健施設 １ １ ０ ２ ３ ３ １００.０％

農業施設（会館） １ １ ０ ０ １ １ １００.０％

温泉施設 ０ ０ ０ ２ ２ ２ １００.０％

福祉障害者施設 ０ ０ ０ １ １ １ １００.０％

高齢者福祉施設 ０ ０ ０ ３ ３ ３ １００.０％

保育園施設 ２ ２ ０ ２ ４ ４ １００.０％

児童館施設 ３ ３ ０ ４ ７ ７ １００.０％

福祉施設 １ １ ０ ２ ３ ３ １００.０％

学校等 ４３ ４３ ０ ９ ５２ ５２ １００.０％

給食センター ３ ０ ３ ０ ３ ０ ０％

文化･生涯学習施設 ０ ０ ０ １ １ １ １００.０％

スポーツ施設（体育館） １ １ ０ ２ ３ ３ １００.０％

教育施設（図書館等） ０ ０ ０ ５ ５ ５ １００.０％

複合施設 ０ ０ ０ １ １ １ １００.０％

合 計 ６２ ５８ ４ ７８ １４０ １３６ ９７.１％

特定建築物（上記内数） ２６ ２６ ０ １６ ４２ ４２ １００.０％



17

３ 耐震化の目標

（１）住宅の耐震化の目標

住宅については、東京都計画と整合を図り令和７年度までに耐震性が不十分な住宅をおおむ

ね解消することを目標とします。

令和７年度の住宅総数は、３２,８００戸で、そのうち耐震性を満たす住宅数が３０,１００

戸（うち自然更新※８が３，９００戸）あり、耐震化率は９１．７％と推計されます。

耐震性が不十分な住宅をおおむね解消するためには、令和７年度までに、耐震性が不十分な

住宅４,５００戸のうち、おおむね２,７００戸の耐震化が必要になります。

令和７年度における耐震化の目標

現 状 目 標

令和元年度末 令和７年度

住宅総数 ３１,４００戸 （推 計） ３２,８００戸

耐震性あり ２６,９００戸 （推 計） ３０,１００戸

（表２－６参照） 【目標戸数】おおむね３２,８００戸

今後耐震化が必要な住宅数 おおむね２,７００戸

（除却・更新への対応を含む）

８５．７％ 耐震性が不十分な住宅

をおおむね解消
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（２）民間特定建築物の耐震化の目標

民間特定建築物については、東京都計画と整合を図り令和７年度までに耐震化率を９５％と

することを目標とします。

令和元年度末における民間特定建築物の耐震化率は９１.２％であり、目標の耐震化率達成の

ためには、２棟の耐震化が必要になります。

民間特定既存耐震不適格建築物の耐震化について、不特定多数の者が利用する建築物や災害

時に要配慮者が利用する建築物は、震災による建築物の倒壊やこれに伴う人的被害が大きくな

る恐れがあるため、耐震化を促進します。

また、地震発生時に通行を確保すべき道路沿いの建築物についても、耐震化の促進を図るも

のとします。

現 状 ９１.２％ 目 標 ９５％

令和元年度末 令和７年度

建築物総数 ５７棟 ５７棟

耐震性あり ５２棟 （現状維持で推移） ５２棟

（表２－８参照） 【目標棟数】 ５４棟

今後耐震化が必要な建築物数 ２棟

（除却・更新への対応を含む）
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（３）市所有の防災上重要な公共建築物の耐震化の目標

市所有の防災上重要な公共建築物については、施設の重要性を考慮して、令和７年度までに

耐震化率を１００％とすることを目標とします。

現状の市所有の防災上重要な公共建築物の耐震化率は９７.１％であり、目標の耐震化率達成

のためには、４棟の耐震化が必要になります。

市所有の防災上重要な公共建築物の耐震化に当たっては、国や東京都の補助制度を活用しな

がら、施設の重要度や老朽度を考慮し、財政状況等を踏まえ計画的に実施していきます。

現 状 ９７.１％ 目 標 １００％

令和元年度末 令和７年度

建築物総数 １４０棟 １４０棟

耐震性あり １３６棟 （現状維持で推移）１３６棟

【目標棟数】 １４０棟

（表２－１０参照） 今後耐震化が必要な建築物数 ４棟

（除却・更新への対応を含む）
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第３章 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための取組

１ 基本的な考え方

住宅・建築物の耐震化の促進に当たっては、自助・共助・公助の原則を踏まえ、まず、建物所有

者が、自らの問題かつ地域の問題として捉え、主体的に取り組むことが不可欠です。

地震による住宅・建築物の被害及び損傷が発生した場合には、自らの生命と財産はもとより道路

閉塞や出火など、地域の安全性に重大な影響を与えかねないということを十分に認識して耐震化に

取り組む必要があります。

このことから本市では、建物所有者の取組をできるだけ支援する観点から、東京都や建築関係団

体等の適切な役割分担や連携の下、耐震診断及び耐震改修を実施しやすい環境の整備や負担軽減の

ための制度の普及など、必要な施策を進めていきます。

２ 耐震化の促進に向けた市の取組

本市では、市民の生命・財産を守るために、住宅・建築物の所有者が主体的に耐震化の取組がで

きるように東京都や関係機関と協力して耐震化促進のための環境整備や情報提供等の支援を行いま

す。

また、国や東京都の補助制度を活用した耐震改修等の費用について、支援を行います。

さらに、市所有の防災上重要な公共建築物については、地域防災計画等との整合を図り、耐震化

の促進に取り組みます。

３ 重点的に取り組むべき施策

（１）住宅の耐震化

住宅の耐震化を進める上で、「自らの生命は自らが守る」という自己責任を原則とした自助に

よる取組の醸成等を図ることが、重要な課題です。

このため、市では、自助による耐震化の取組を推進するため、あきる野市住宅耐震化緊急促

進アクションプログラム（Ｐ２１，２２参照）に具体的な取組を位置付け、耐震化への意識醸

成や普及啓発活動等を行うとともに、自助の取組による負担軽減を図る観点から、耐震改修等

への費用の一部の助成を行うなど、関係団体等と連携し、耐震診断や耐震改修の促進に努め、

住宅の耐震化の促進を図ります。



21

令和４年３月

あきる野市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

１ 目的

あきる野市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」とい

う。）は、震災時の人命の保護を図ることを目的に、あきる野市耐震改修促進計画で定めた住宅

耐震化の目標達成に向け、対象住宅所有者及び既に耐震診断を実施した者に対する耐震化の意

識啓発を図り、耐震改修等における経済的負担軽減の周知とともに、改修事業者の技術力向上、

一般市民への周知・普及などの充実を一層図ることで、住宅耐震の促進を加速化させるもので

ある。

２ 位置付け

あきる野市耐震改修促進計画を補完する施策として位置付け、耐震化に関する緊急的な取組

方針を定めるものである。

３ 対象区域

市内全域を対象区域とする。

４ 対象建築物

建築基準法における旧耐震基準（昭和５６年５月３１日以前に工事着手した耐震基準）で建

てられた市内にある住宅を対象とする。

５ 実施期間

令和４年度から令和７年度までを実施期間とする。

６ 実績の公表

毎年度、耐震改修等に係わる支援目標を設定するとともに、実施・達成状況を把握し、市の

ホームページで公表するものとする。

７ 進行管理

国や東京都の方針、毎年度の支援目標に対する実施・達成状況、市民ニーズ等を反映し、効

果的な耐震化の取組を行うため、毎年度検証を行い、必要に応じてプログラムの見直しを行う

ものとする。
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８ 取組内容

（１） 耐震化を促進するための住宅所有者に対する意識啓発

（２） 耐震診断実施者に対する耐震化の促進

ア 新たにあきる野市木造住宅耐震診断費助成事業を利用し、耐震診断を行った建築物

の所有者に対して、耐震診断結果報告時にパンフレット及び改修事業者リストを配付

し、耐震改修等の実施を促す。

イ 既にあきる野市木造住宅耐震診断費助成事業を利用し、耐震診断を行った建築物で、

その後、一定期間（１年以上）経過しても耐震改修を行っていない建築物の所有者に

対して、電話又はＤＭ等による啓発を行い、必要に応じてヒアリングを実施するなど、

耐震改修等の実施を促す。

（３）改修事業者の技術力の向上等

ア 改修事業者の技術力向上を図る取組として、東京都と連携して木造住宅耐震改修事

業者講習会を実施するなど、講習会の開催等を通じて市内改修事業者の技術力向上を

図る。

イ 住宅所有者から改修事業者への接触が容易になる取組として、東京都又は地域の関

係団体等と連携し、耐震改修工事が可能な事業者リストを作成・公表する。

（４）その他の普及啓発活動等

ア 広報紙等を通じて住宅耐震化の必要性について周知する。

イ 展示ブースにおいて、耐震化の重要性や必要性についての意識啓発を行うとともに、

建築関係団体と協力し、市民を対象に耐震診断・建築相談会を実施する。

ウ 当市における耐震化支援補助制度の内容が記載されたパンフレット等を作成し、窓

口等で配布する。

エ 福祉部局と連携した普及・啓発を行うなど、要配慮者に対する震災時に備えた居住

環境の整備を促進する。

令和元年度から令和３年度まで

の取組

市内全戸（外観目視により、明らかに対象建築物でない建

築物は除く。）に対して、啓発リーフレットのポスティング

を実施

令和４年度から令和７年度まで

の取組

●旧耐震基準の住宅所有者に対して耐震化啓発のダイレク

トメールを送付

●戸別訪問を希望する住宅所有者に対し、建築士（アドバ

イザー）を派遣し、相談・簡易診断を実施
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（２）民間特定建築物等の耐震化

不特定多数の者が利用する特定建築物等は地震により被害が生じた場合は、地域社会に大き

な影響を与えることが想定されます。

そのため、市は、所管行政庁と連携し、耐震化の必要性や建物所有者の努め等について重点

的に啓発を行うとともに、東京都が実施するアドバイザー派遣制度を紹介するなど、耐震化に

向けて関係団体等の協力を得ながら促進します。

（３）市所有の防災上重要な公共建築物の耐震化

市が所有している防災上重要な公共建築物は、施設の重要度や老朽度、財政状況等を踏まえ

ながら計画的に耐震化を実施していきます。

また、非構造部材の耐震化について日常的・定期的に必要な点検を行うとともに、関係施策

等との調整を図りながら促進していきます。
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（４）特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化

市内の主要な幹線道路は、防災上重要な道路であり、地震により沿道の建築物が倒壊すると、

道路が閉塞することにより、広域的な避難や救急・消防活動に大きな支障をきたし、甚大な被

害につながるおそれがあります。

さらに、地震発生後の緊急物資等の輸送や復旧及び復興活動についても、多大な影響を及ぼ

します。

このため、防災上重要な幹線道路は東京都において緊急輸送道路※９及び特定緊急輸送道路※10

に指定されており、建築物の倒壊による道路の閉塞を防止するため、耐震化が必要な建築物の

所有者等に対する指導助言等の実施や改修費用の支援など、関係機関と連携し、耐震化を促進

していきます。

東京都緊急輸送道路(特定緊急輸送道路含む)

圏央道（首都圏中央連絡自動車道） 特定緊急輸送道路

滝山街道（国道４１１号線） 特定緊急輸送道路

五日市街道（主地７号杉並あきる野線） 特定緊急輸送道路

檜原街道（主地３３号上野原あきる野線） 特定緊急輸送道路

睦橋通り（主地７号杉並あきる野線）

山田平井線（都道１８５号山田平井線） 特定緊急輸送道路

山田宮の前線（主地６１号山田宮の前線）

伊奈福生線（都道１６５号伊奈福生線）

奥多摩あきる野線（都道１８４号奥多摩あきる野線）

その他　１路線

秋川街道（主地３１号青梅あきる野線）

都道１７６号楢原あきる野線

凡　　　　　　例

第一次

緊急輸送

道路

応急対策の中枢を担う都本庁舎、

立川地域防災センター、重要港

湾、空港等を連絡する路線

第三次

緊急輸送

道路

その他の防災拠点（広域輸送拠点、

備蓄倉庫等）を連絡する路線

第二次

緊急輸送

道路

一次路線と区市町村役場、主要な

防災拠点（警察、消防、医療等の

初動対応機関）を連絡する路線

国道４１１号線

秋川街道

山田宮の前線

五日市街道

睦橋通り

伊奈福生線

山田平井線
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第４章 建築物の地震に対する安全性の向上に関する施策

１ 普及啓発

（１）耐震化に係わる普及啓発

市では、広報、ホームページ等を活用し、自助による耐震化の取組を促進するため、耐

震改修等に関する知識の普及や、防災意識の向上を図り、耐震診断及び耐震改修に関して

の普及啓発、助成制度、支援策等の情報提供に努めていきます。また、関係機関等と連携

した相談体制により、建築物を所有する方への耐震化の意識を醸成します。

（２）「あなたのまちの地域危険度（地震に関する地域危険度測定調査）」の活用

東京都では、地震に強い都市づくりの指標や震災に対する都民の認識を深め防災意識の

高揚に役立てることを目的とし、概ね５年ごとに地域危険度調査を実施し、公表していま

す。

これらの防災情報を活用し、地震に関する地域の危険度を周知することにより、市民の

防災に関する意識啓発を図ります。

出典：東京都都市整備局ホームページ（地震に関する地域危険度測定調査）
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２ 耐震診断及び耐震改修に対する支援

（１）住宅の耐震化への支援

市では、昭和５６年５月３１日以前に旧耐震基準で建てられた市内にある木造２階建て

以下の戸建で、所有者が自ら利用するために延べ床面積の２分の１以上を居住の用に供し

ている住宅を対象として、耐震診断の助成事業を行っています。

また、上記の耐震診断の結果、倒壊する可能性が高い又は倒壊する可能性があると診断

された住宅を対象として、耐震改修の助成事業を行っています。

（２）特定緊急輸送道路沿道建築物への支援

特定緊急輸送道路に係る沿道建築物で、昭和５６年５月３１日以前に建てられた建築物

のうち、前面道路幅員に対し、一定の高さ（下図）を超える建築物を対象に、耐震改修等

を実施するための費用補助を行っています。

 

道路中心 

境界から ６ｍ 

45° 

網掛け部分に入る部分 

のある建築物が対象  

高さ 

６ｍ 

境界 

建物から前面道路までの距離 

② 前面道路幅員が１２ｍ以下の場合 
 

道路中心 

前面道路幅員 ＝ Ｌ 

45° 

網掛け部分に入る部分 

のある建築物が対象  

高さ 

Ｌ／２ 

境界 

建物から前面道路までの距離 

境界 

① 前面道路幅員が１２ｍを超える場合 
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表４－１ 木造住宅耐震診断・改修助成制度の概要

（令和３年４月１日現在）

表４－２ 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断・補強設計・改修等補助制度の概要

（令和３年４月１日現在）

事 業 概 要 対 象 建 築 物

耐震診断

市が指定する診断機関が行った耐震

診断に要する費用の２分の１に相当

する額で２５,０００円を限度とし

て助成

昭和５６年５月３１日以前に旧建築

基準法で建てられた市内にある木造

２階建て以下の戸建で、所有者が自ら

利用するために延べ床面積の２分の

１以上を居住の用に供している住宅

耐震改修等

耐震改修（建て替えを含む）に要し

た費用の５分の４に相当する額で

１，０５０，０００円を限度として

助成

市の要綱に基づく耐震診断の結果、倒

壊する可能性が高い又は倒壊する可

能性があると診断された住宅

補助対象費用の限度額 補助率と補助限度額

補強設計

１ 面積１,０００㎡以内の部分は、５,０００円／㎡以内

２ 面積１,０００㎡を超えて２,０００㎡以内の部分は、

３,５００円／㎡以内

３ 面積２,０００㎡を超える部分は、２,０００円／㎡以

内

補助対象費用の３

分の１とする。

耐震改修等

１ 耐震改修 ５０,３００円／㎡に延べ面積を乗じた額

かつ１棟当たり５億３００万円以内（マンションにあっ

ては４９,３００円／㎡に延べ面積を乗じた額かつ１棟

当たり４億９,３００万円以内）

ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、

上記５０,３００円／㎡を８２,３００円／㎡と読み替え

る。

２ 建て替え 耐震改修に要する費用相当分

３ 除却 耐震改修に要する費用以内かつ除却に要する費

用以内

補助対象費用の３

分の１とする。
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３ 耐震改修における減税制度の周知

以下の表４－３及び表４－４に示す対象住宅について、耐震改修を実施した際、所得税額の

特別控除や固定資産税の減額措置を受けることができます。

市では、住宅の耐震化を促進するため、耐震改修に係る助成と併せて、減税制度の周知を行

っていきます。

表４－３ 税制特例制度（固定資産税）

（令和３年４月１日現在）

表４－４ 税制特例制度（所得税）

（令和３年４月１日現在）

住宅の耐震改修工事に係る特例制度（固定資産税）

概 要 耐震補強工事を行った住宅の所有者に対する固定資産税の減額制度

対 象 住 宅
昭和５７年１月１日以前に所在する住宅

（１戸当たり１２０平方メートル相当分まで）

特 例 期 限
令和４年 ３月３１日まで

※通行障害既存耐震不適合建築物については、２年間

対 象 工 事
改修費用が５０万円以上で、現行の耐震基準（木造住宅の場合、上部構

造評点が１．０以上で地盤及び基礎が安全）に適合させる耐震補強工事

減額される

金 額

以下の期間について、固定資産税が２分の１となります。

・平成２５年～令和４年工事完了：１年間

・通行障害既存耐震不適合建築物に該当する住宅：２年間

証 明 書

発 行 者 等

建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価

機関、住宅瑕疵担保責任保険法人又は市が発行する証明書を添付し、市

の税務担当課に申告（原則、工事完了後３か月以内）

住宅の耐震改修工事に係る特例制度（所得税）

概 要 耐震補強工事を行った住宅の所有者に対して所得税を控除する制度

対 象 住 宅
昭和５６年５月３１日以前に建築された家屋であって自らの居住の用

に供する家屋

特 例 期 限 令和３年１２月３１日まで

対 象 工 事
現行の耐震基準(木造住宅の場合、総合評点が１．０以上で地盤及び基

礎が安全)に適合させる耐震補強工事

控 除 額 耐震補強に要した費用（上限２５０万円）の１０％を所得税額から控除

証 明 書

発 行 者 等
あきる野市
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４ 耐震化施策と安全対策施策の連携

（１）家具転倒防止対策

首都直下地震による東京の被害想定（平成２４年東京都防災会議地震部会）では、家具

類の転倒や落下による負傷者が出ることが予想されています。

このため、市では耐震化だけでなく自助による家具転倒防止器具設置が普及するよう、

意識啓発等に努めていきます。

（２）窓ガラス等の落下物対策

地震が発生した際、ガラスが割れ、道路に落下する事態が予測されています。

市では、関係機関との協力や連携により、窓ガラスや、外壁等の落下防止を市民の自助

で取り組むよう、意識啓発に努めます。

（３）ブロック塀等の倒壊防止対策

地震に伴うブロック塀等の倒壊により、人身への被害とともに避難路や消防活動等の緊

急車両の通行に障害が発生することが予想されています。

このことから、国土交通省が作成・公表する「ブロック塀等の点検のチェックポイント」

を活用するなど、ブロック塀等の所有者へ安全点検の実施について普及啓発を行います。

また、地区計画による構造の制限や緑化施策等により、ブロック塀等の倒壊による、道

路の閉塞や人的被害の抑制に努めます。

（４）エレベーター対策

「地震による東京の被害想定（平成２４年東京都防災会議地震部会）」によると、地震

発生時の市内のエレベーター閉じ込め台数が２基から７基あることが想定されています。

このことから、閉じ込め防止装置の普及や迅速かつ適切な復旧体制について、東京都と

連携し、エレベーター管理者等に対して働きかけを行っていきます。

（５）屋外広告物等の脱落防止対策

地震が発生した際、広告塔、看板等の屋外広告物が脱落し、被害をもたらすことが予想

されています。

このため、東京都及び市では、東京都屋外公告物条例（昭和２４年東京都条例第１００

号）及び道路法（昭和２７年法律第１８０号）の規定に基づき、設置者に対し、設置時の

許可申請及び設置後の維持管理に際し、改善指導を行っています。

また、震災対策の観点から、緊急輸送道路、避難路となる道路沿道の屋外広告物設置建

築物を重点に、関係機関と連携し、指導を行っていきます。
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（６）管理不全の空き家対策

少子高齢化や人口減少により、市内で空き家が増加しています。このうち、所有者等が

日頃からの管理を適切にしていない空き家では、建物の老朽化による損壊が放置されるな

ど、倒壊の危険が高まります。

このため、市では、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）

に基づき、所有者等への適正な管理指導等を行い、災害時における２次的被害等の抑制に

努めていきます。

５ 地域住民との連携

耐震改修等を促進するためには、地域住民の自助や共助による防災意識を高めることが重要

です。

このため、町内会・自治会や防災安心地域委員会等と連携し、防災意識の向上に向けた普及

啓発等に取り組んでいきます。

第５章 建築基準法による勧告又は命令等の実施と所管行政庁との連携

市では、東京都が、耐震改修促進法に基づく指導・助言、指示、公表又は建築基準法に基づく

勧告、命令を行なった場合には、東京都と連携を図り、市内建築物の耐震化の推進に努めていき

ます。

第６章 その他の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項

本計画の改定に当たっては、平成２０年に設置した｢あきる野市耐震改修促進計画策定検討会｣

での検討と併せて、パブリックコメントによる市民の意見を踏まえて改定します。

また、改定後は耐震化の状況や取り巻く環境等の変化等、計画の進行管理を行いながら、必要

に応じて、計画等の見直しを行い、国の基本方針や東京都の耐震改修促進計画等の上位計画を踏

まえた上で、あきる野市耐震改修促進計画策定検討会やパブリックコメントを経て改定します。
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≪用語の解説≫

※１ 耐震診断

昭和５６年５月以前の旧耐震基準で建てられた建築物が、昭和５６年６月以後の新耐震

基準と同程度以上の耐震性を有するかどうかを判定するための調査です。

※２ 東京都耐震改修促進計画

耐震改修促進法第５条第１項の規定により、都内の住宅・建築物の耐震診断及び改修を

計画的かつ総合的に推進するために策定された計画で、市町村における耐震改修促進計画

の策定の指針となるものです。

※３ あきる野市地域防災計画

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に基づき、地域の災害に関して、災害予

防、災害応急・復旧対策に関する事項等を定めた総合的な計画です。

※４ 新耐震基準

昭和５６年６月１日に導入された、現行の耐震基準で、建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）の最低限遵守すべき基準として、建築物の耐用年数中に何度か遭遇するよ

うな中規模の地震に対しては構造体を無被害にとどめ、極めてまれに遭遇するような大

地震に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じさせないことを目標とす

るものです。

※５ 住宅・土地統計調査

日本国内の住宅及び住宅以外で人が居住する建築物に関する実態並びに現住居以外の

住宅及び土地の保有状況、その他の住居等に居住している世帯に関する実態を調査し、

その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住宅・土地関連諸施策の

基礎資料を得ることを目的として、昭和２３年以来５年ごとに実施している調査で、平

成３０年の調査結果が最新の数値です。

※６ 耐震化率

耐震性を満たす住宅・建築物数(昭和５７年以後の建築物数＋昭和５６年以前の建築物

のうち、耐震性を満たす建築物数)が住宅・建築物数(昭和５７年以後の建築物数＋昭和

５６年以前の建築物数)に占める割合です。

※７ 特定建築物定期調査報告

建築基準法第１２条第１項の規定により、不特定多数の者が利用する建築物(特定建築

物)の所有者等は、定期的に専門の技術者により、建築物を調査し、その結果を特定行政

庁へ報告する制度です。

※８ 自然更新

未耐震住宅が耐震改修又は建て替え等によりこれまでのペースで耐震化すると推計さ

れる建築物です。

※９ 緊急輸送道路

震災時の救助や物資輸送などを円滑に行うため、応急活動の中心となる防災拠点や庁舎

等を相互に結ぶ道路です。

※10 特定緊急輸送道路

緊急輸送道路のうち、震災時の応急対策の中枢機能を担う防災拠点を結ぶ道路、他県か

らの緊急物資や緊急活動の受入のための主要な道路です。
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